
   

 

消 防 特 第 2 3 2 号  

令和７年 11 月 21 日  

 

 

 関係都道府県消防防災主管部長 殿 

 

 

 

 

消防庁特殊災害室長 

（ 公 印 省 略 ）          

 

経済産業省産業保安・安全グループ 

高圧ガス保安室長 

 

 

 

 

石油コンビナート等特別防災区域の変更に係る防災体制 

について（通知） 

 

 

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令（令

和７年政令第 386号）及び石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定

の一部を改正する件（令和７年総務省・経済産業省告示第２号）が本日公布さ

れ、令和７年 11月 22日に石油コンビナート等特別防災区域の変更が行われま

す。 

貴職におかれましては、石油コンビナート等特別防災区域の変更の周知徹底、

石油コンビナート等防災計画の見直し及びそれに基づく防災対策の実施等、改

正後の当該区域に係る防災体制の確立について引き続き格段の御配慮をされる

とともに、関係市区町村に対してもこの旨を周知されますようお願いいたしま

す。 



 
政
令
第
三
百
八
十
六
号

 

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
及
び
第
四
十
七
条
の
規

 

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

第
三
項
中
「
令
和
六
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。 

別
表
中
第
五
十
六
号
を
削
り
、
第
五
十
五
号
を
第
五
十
六
号
と
し
、
第
三
十
六
号
か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
表
第
三
十
五
号
ロ
中
「
ワ
ノ
割
及
び
カ
ノ
割
」
を
「
リ
ノ
割
、
ワ
ノ
割
、
カ
ノ
割
及
び
船
江
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
第
三
十
六
号
と
し
、
同
表
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
三
号
を
削
り
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
四
号
と

し
、
第
五
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
二
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三

号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
二
を
第
三
号
と
す
る
。 

附　

則 



（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

３　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 別

表
第
三
第
一
地
区
の
項
中
「
第
三
号
及
び
第
四
号
の
二
」
を
「
第
四
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
地
区
の
項

中
「
別
表
第
五
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
別
表
第
七
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、

同
表
第
三
地
区
の
項
中
「
別
表
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
を
「
別
表
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同

表
第
五
地
区
の
項
中
「
別
表
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
」
を
「
別
表
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
表
第

六
地
区
の
項
中
「
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
一
号
」
を
「
別
表
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三

十
三
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
地
区
の
項
中
「
別
表
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
」
を
「
別
表
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十



七
号
」
に
改
め
、
同
表
第
八
地
区
の
項
中
「
別
表
第
三
十
八
号
、
第
四
十
六
号
及
び
第
四
十
七
号
」
を
「
別
表
第
三
十
九

号
、
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
八
号
」
に
改
め
、
同
表
第
九
地
区
の
項
中
「
別
表
第
四
十
三
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
六

号
」
を
「
別
表
第
四
十
四
号
、
第
四
十
九
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
地
区
の
項
中
「
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
四
号
ま

で
」
を
「
別
表
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。



 

理　

由

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
の
う
ち
、
田
原
地
区
及
び
阿
南
地
区
に
つ
い
て
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、

名
古
屋
港
臨
海
地
区
に
つ
い
て
区
域
の
拡
張
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



 

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令　

新
旧
対
照
条
文　

目
次 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

１ 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

３ 

                         



- 1 -

 
○　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
） 
 

　
　
　
　

 
 
 
 

　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

１
・
２　

（
略
）

１
・
２　

（
略
）

３　

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日

３　

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川
又

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川
又

は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

別
表 

別
表 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

（
略
） 

二
の
二　

（
略
） 

四
・
五　

（
略
） 

三
・
四　

（
略
） 

六　

（
略
） 

四
の
二　

（
略
） 

七
～
三
十
四　

（
略
） 

五
～
三
十
二　

（
略
） 

（
削
る
） 

三
十
三　

田
原
地
区 

 

愛
知
県
田
原
市
緑
が
浜
一
号
及
び
二
号
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定

 

め
る
区
域 

三
十
五　

（
略
） 

三
十
四　

（
略
） 

三
十
六　

名
古
屋
港
臨
海
地
区 

三
十
五　

名
古
屋
港
臨
海
地
区 

 
 

イ　

（
略
）

　
　

イ　

愛
知
県
名
古
屋
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

 

　

南
区
星
崎
町
大
手
堤
、
一
ノ
割
、
二
ノ
割
上
、
二
ノ
割
中
、
二
ノ

（１）

 

割
下
、
三
ノ
割
上
、
三
ノ
割
中
及
び
三
ノ
割
下
の
区
域　

同
区
丹
後

 

通
二
丁
目
、
丹
後
通
五
丁
目
、
神
松
町
一
丁
目
、
神
松
町
二
丁
目
、

 

星
崎
町
繰
出
及
び
大
同
町
一
丁
目
か
ら
大
同
町
五
丁
目
ま
で
の
区
域

 
 

の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

 
　

港
区
本
星
崎
町
、
大
江
町
、
昭
和
町
、
船
見
町
及
び
潮
見
町
の
区

（２）

 
域
南
区
本
星
崎
町
字
外
屋
敷
及
び
加
福
町
一
丁
目
並
び
に
港
区
空
見

 
 

町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ロ　

愛
知
県
東
海
市
南
柴
田
町
ロ
ノ
割
、
ハ
ノ
割
、
ニ
ノ
割
、
ホ
ノ
割
、

ロ　

愛
知
県
東
海
市
南
柴
田
町
ロ
ノ
割
、
ハ
ノ
割
、
ニ
ノ
割
、
ホ
ノ
割
、
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ヘ
ノ
割
、
ト
ノ
割
、
チ
ノ
割
、
リ
ノ
割
、
ヌ
ノ
割
、
ル
ノ
割
及
び
ヲ
ノ

ヘ
ノ
割
、
ト
ノ
割
、
チ
ノ
割
、
リ
ノ
割
、
ヌ
ノ
割
、
ル
ノ
割
及
び
ヲ
ノ

割
並
び
に
荒
尾
町
ヨ
ノ
割
、
タ
ノ
割
及
び
レ
ノ
割
の
区
域　

同
市
東
海

割
並
び
に
荒
尾
町
ヨ
ノ
割
、
タ
ノ
割
及
び
レ
ノ
割
の
区
域　

同
市
東
海

町
及
び
元
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百
四
十
七
号
線
、
大
田
川

町
及
び
元
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百
四
十
七
号
線
、
大
田
川

右
岸
及
び
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

同
市
元
浜
町
、
南
柴
田
町
イ
ノ

右
岸
及
び
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

同
市
元
浜
町
、
南
柴
田
町
イ
ノ

割
、
新
宝
町
、
名
和
町
南
埋
田
並
び
に
荒
尾
町
池
下
、
リ
ノ
割
、
ワ
ノ

割
、
新
宝
町
、
名
和
町
南
埋
田
並
び
に
荒
尾
町
池
下
、　
　
　
　

ワ
ノ

割
、　

カ
ノ
割
及
び
船
江
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

割
及
び
カ
ノ
割　
　
　
　

の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

 
 
 
 

ハ
・
ニ 

（
略
）

ハ　

愛
知
県
知
多
市
北
浜
町
及
び
南
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百

四
十
七
号
線
及
び
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

同
市
緑
浜
町
の
区
域
の

 

う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ニ　

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村
東
浜
二
丁
目
及
び
東
浜
三
丁
目
の
区
域
の
う

ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

三
十
七
～
五
十
六　

（
略
） 

三
十
六
～
五
十
五　

（
略
） 

（
削
る
） 

五
十
六　

阿
南
地
区 

 

徳
島
県
阿
南
市
橘
町
幸
野
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域 

 

五
十
七
～
七
十
四　

（
略
）

 
 

五
十
七
～
七
十
四　

（
略
）
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○　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
分

区　
　
　
　

域

区
分

区　
　
　
　

域

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
四
号

お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
三
号

及
び
第
六
号　
　

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

及
び
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
七
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
五
号
及
び
第
十
号　

か
ら
第
十
二
号
ま
で

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

区
の
区
域

第
四
地
区

削
除

第
四
地
区

削
除

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
地

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
号　

及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

区
の
区
域

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
三

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
一

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
地

第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

区
の
区
域
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第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
九
号
、
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
八

第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
八
号
、
第
四
十
六
号
及
び
第
四
十
七

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
四
号
、
第
四
十
九
号　
　
　
　
　
　

、

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
三
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
六
号
、

第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
に

第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
に

掲
げ
る
地
区
の
区
域

掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
及
び
第

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号　

か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
及
び
第

六
十
八
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

六
十
八
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
一
地

（
略
）

第
十
一
地

区
域
令
別
表
第
七
十
一
号
及
び
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域

第
十
二
地

（
略
）

第
十
二
地

区
域
令
別
表
第
七
十
三
号
及
び
第
七
十
四
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域
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総　

務　

省 
○　
　
　
　
　

告
示
第
二
号 
経
済
産
業
省      

 
 

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
別
表
の
規
定
に 

通
商
産
業
省　
　
　
　
　
　

 

基
づ
き
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
一
年　
　
　
　
　

告
示
第
一
号
） 

自　

治　

省　
　
　
　
　
　

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

 

経
済
産
業
大
臣　

赤
澤　

亮
正　
　

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

［
一
・
二　

略
］ 

［
一
・
二　

同
上
］ 

三　

［
略
］ 

二
の
二　

［
同
上
］ 

四
・
五　

［
略
］ 

三
・
四　

［
同
上
］ 

六　

［
略
］ 

四
の
二　

［
同
上
］ 

七
～
十
三　

［
略
］ 

五
～
十
一　

［
同
上
］ 

十
四　

秋
田
地
区 

十
二　

秋
田
地
区 

秋
田
県
秋
田
市
飯
島
字
古
道
下
川
端
二
百
十
七
番
地
の
三
、
二
百
十
七
番
地
の
九
、
二
百
十
九
番
地
の
四
及

秋
田
県
秋
田
市
飯
島
字
古
道
下
川
端
二
百
十
七
番
地
の
三
、
二
百
十
七
番
地
の
六
、
二
百
十
七
番
地
の
八
、

び
二
百
二
十
番
地
の
七
、
字
堀
川
八
十
三
番
地
の
二
並
び
に
字
砂
田
二
十
六
番
地
の
六
及
び
二
十
六
番
地
の
七

二
百
十
七
番
地
の
九
、
二
百
十
七
番
地
の
二
十
四
、
二
百
十
七
番
地
の
二
十
八
、
二
百
十
七
番
地
の
三
十
九
、

、
土
崎
港
相
染
町
字
土
浜
二
十
番
地
の
一
及
び
二
十
番
地
の
六
、
字
浜
ナ
シ
山
六
番
地
の
二
十
三
、
七
番
地
の

二
百
十
七
番
地
の
四
十
四
か
ら
二
百
十
七
番
地
の
四
十
九
ま
で
、
二
百
十
七
番
地
の
七
十
五
、
二
百
十
八
番
地

三
、
七
番
地
の
四
、
七
番
地
の
六
、
七
番
地
の
七
、
八
番
地
の
一
、
八
番
地
の
二
、
九
番
地
の
二
及
び
九
番
地

、
二
百
十
九
番
地
の
四
及
び
二
百
二
十
番
地
の
七
、
字
堀
川
八
十
三
番
地
の
二
並
び
に
字
砂
田
二
十
六
番
地
の

の
四
、
字
大
浜
一
番
地
の
一
、
九
番
地
の
一
か
ら
九
番
地
の
三
ま
で
及
び
九
番
地
の
十
一
並
び
に
字
中
島
下
六

六
及
び
二
十
六
番
地
の
七
、
土
崎
港
相
染
町
字
土
浜
二
十
番
地
の
一
及
び
二
十
番
地
の
六
、
字
浜
ナ
シ
山
六
番

十
一
番
地
の
三
十
九
並
び
に
寺
内
字
後
城
三
百
二
十
二
番
地
の
一
か
ら
三
百
二
十
二
番
地
の
九
ま
で
並
び
に
字

地
の
二
十
三
、
七
番
地
の
三
、
七
番
地
の
四
、
七
番
地
の
六
、
七
番
地
の
七
、
八
番
地
の
一
、
八
番
地
の
二
、

 

大
小
路
二
百
七
番
地
の
六
か
ら
二
百
七
番
地
の
十
二
ま
で
及
び
二
百
七
番
地
の
二
十
九
の
区
域

九
番
地
の
二
及
び
九
番
地
の
四
、
字
大
浜
一
番
地
の
一
、
九
番
地
の
一
か
ら
九
番
地
の
三
ま
で
及
び
九
番
地
の

 

十
一
並
び
に
字
中
島
下
六
十
一
番
地
の
三
十
九
並
び
に
寺
内
字
後
城
三
百
二
十
二
番
地
の
一
か
ら
三
百
二
十
二

 

番
地
の
九
ま
で
並
び
に
字
大
小
路
二
百
七
番
地
の
六
か
ら
二
百
七
番
地
の
十
二
ま
で
及
び
二
百
七
番
地
の
二
十

九
の
区
域

十
五　

［
略
］

十
三　

［
同
上
］

十
六　

い
わ
き
地
区 

十
四　

い
わ
き
地
区 

福
島
県
い
わ
き
市
の
次
の
区
域 

福
島
県
い
わ
き
市
の
次
の
区
域 

    

［
⑴
～
⑶　

略
］ 

    

［
⑴
～
⑶　

同
上
］ 

⑷　

錦
町
徳
力
四
番
地
の
四
、
五
十
三
番
地
の
四
及
び
五
十
三
番
地
の
七
、
落
合
十
六
番
地
、
七
十
三
番
地    

⑷　

錦
町
徳
力
四
番
地
の
四
、
五
十
三
番
地
の
四
及
び
五
十
三
番
地
の
七
、
落
合
十
六
番
地
、
七
十
三
番
地

の
二
、
七
十
三
番
地
の
三
、
七
十
四
番
地
、
七
十
六
番
地
の
一
か
ら
七
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
七
十
七
番

の
二
、
七
十
三
番
地
の
三
、
七
十
四
番
地
、
七
十
六
番
地
の
一
か
ら
七
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
七
十
七
番

地
、
七
十
八
番
地
、
七
十
九
番
地
の
一
、
七
十
九
番
地
の
三
か
ら
七
十
九
番
地
の
五
ま
で
、
八
十
番
地
、

地
、
七
十
八
番
地
、
七
十
九
番
地
の
一
、
七
十
九
番
地
の
三
か
ら
七
十
九
番
地
の
五
ま
で
、
八
十
番
地
、

八
十
一
番
地
、
八
十
二
番
地
の
一
、
八
十
二
番
地
の
二
、
八
十
八
番
地
の
三
、
九
十
四
番
地
の
一
、
九
十

八
十
一
番
地
、
八
十
二
番
地
の
一
、
八
十
二
番
地
の
二
、
八
十
八
番
地
の
三
、
九
十
四
番
地
の
一
、
九
十

五
番
地
の
三
、
九
十
五
番
地
の
四
、
九
十
六
番
地
か
ら
九
十
八
番
地
ま
で
、
九
十
九
番
地
の
一
、
九
十
九

五
番
地
の
三
、
九
十
五
番
地
の
四
、
九
十
六
番
地
か
ら
九
十
八
番
地
ま
で
、
九
十
九
番
地
の
一
、
九
十
九

番
地
の
二
、
百
番
地
か
ら
百
二
番
地
ま
で
、
百
二
番
地
の
二
、
百
三
番
地
か
ら
百
五
番
地
ま
で
、
百
六
番

番
地
の
二
、
百
番
地
か
ら
百
二
番
地
ま
で
、
百
二
番
地
の
二
、
百
三
番
地
か
ら
百
五
番
地
ま
で
、
百
六
番

地
の
一
、
百
六
番
地
の
二
、
百
七
番
地
の
二
、
百
八
番
地
の
二
、
百
八
番
地
の
三
、
百
九
番
地
の
一
、
百

地
の
一
、
百
六
番
地
の
二
、
百
七
番
地
の
二
、
百
八
番
地
の
二
、
百
八
番
地
の
三
、
百
九
番
地
の
一
、
百

九
番
地
の
三
、
百
九
番
地
の
四
、
百
十
五
番
地
、
百
十
五
番
地
の
二
、
百
十
七
番
地
の
二
、
百
二
十
番
地

九
番
地
の
三
、
百
九
番
地
の
四
、
百
十
五
番
地
、
百
十
五
番
地
の
二
、
百
十
七
番
地
の
二
、
百
二
十
番
地

、
百
二
十
一
番
地
、
百
二
十
二
番
地
の
一
、
百
二
十
二
番
地
の
二
、
百
二
十
三
番
地
か
ら
百
二
十
六
番
地

、
百
二
十
一
番
地
、
百
二
十
二
番
地
の
一
、
百
二
十
二
番
地
の
二
、
百
二
十
三
番
地
か
ら
百
二
十
六
番
地

ま
で
、
百
三
十
五
番
地
の
四
、
百
三
十
六
番
地
の
一
、
百
三
十
六
番
地
の
二
、
百
七
十
七
番
地
の
三
、
百

ま
で
、
百
三
十
五
番
地
の
四
、
百
三
十
六
番
地
の
一
、
百
三
十
六
番
地
の
二
、
百
七
十
七
番
地
の
三
、
百

七
十
八
番
地
か
ら
百
八
十
四
番
地
ま
で
、
百
八
十
七
番
地
、
百
八
十
九
番
地
の
二
、
百
八
十
九
番
地
の
三

七
十
八
番
地
か
ら
百
八
十
四
番
地
ま
で
、
百
八
十
七
番
地
、
百
八
十
九
番
地
の
二
、
百
八
十
九
番
地
の
三

、
百
九
十
番
地
、
百
九
十
一
番
地
、
百
九
十
二
番
地
の
二
、
百
九
十
七
番
地
の
三
、
百
九
十
八
番
地
の
二

、
百
九
十
番
地
、
百
九
十
一
番
地
、
百
九
十
二
番
地
の
二
及
び
百
九
十
九
番
地
、
堰
下
一
番
地
の
一
、
五

及
び
百
九
十
九
番
地
、
堰
下
一
番
地
の
一
、
五
十
三
番
地
の
一
か
ら
五
十
三
番
地
の
七
ま
で
、
五
十
五
番

十
三
番
地
の
一
か
ら
五
十
三
番
地
の
七
ま
で
、
五
十
五
番
地
の
一
、
五
十
五
番
地
の
五
、
五
十
六
番
地
、

地
の
一
、
五
十
五
番
地
の
五
、
五
十
六
番
地
、
五
十
九
番
地
、
七
十
二
番
地
及
び
七
十
三
番
地
、
曲
田
十

五
十
九
番
地
、
七
十
二
番
地
及
び
七
十
三
番
地
、
曲
田
十
七
番
地
の
三
、
四
反
田
一
番
地
の
一
、
一
番
地

七
番
地
の
三
、
四
反
田
一
番
地
の
一
、
一
番
地
の
四
、
一
番
地
の
六
、
一
番
地
の
十
、
一
番
地
の
十
一
か

の
四
、
一
番
地
の
六
、
一
番
地
の
十
、
一
番
地
の
十
一
か
ら
一
番
地
の
十
五
ま
で
、
二
番
地
の
一
、
二
番
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ら
一
番
地
の
十
五
ま
で
、
二
番
地
の
一
、
二
番
地
の
二
、
二
番
地
の
四
、
二
番
地
の
五
、
三
番
地
の
一
、

地
の
二
、
二
番
地
の
四
、
二
番
地
の
五
、
三
番
地
の
一
、
三
番
地
の
二
、
四
番
地
の
一
、
四
番
地
の
二
、

三
番
地
の
二
、
四
番
地
の
一
、
四
番
地
の
二
、
五
番
地
の
一
、
五
番
地
の
二
、
六
番
地
の
一
、
六
番
地
の

五
番
地
の
一
、
五
番
地
の
二
、
六
番
地
の
一
、
六
番
地
の
二
、
七
番
地
の
一
、
七
番
地
の
四
、
八
番
地
の

二
、
七
番
地
の
一
、
七
番
地
の
四
、
八
番
地
の
一
、
九
番
地
の
一
、
九
番
地
の
四
、
九
番
地
の
五
、
二
十

一
、
九
番
地
の
一
、
九
番
地
の
四
、
九
番
地
の
五
、
二
十
四
番
地
か
ら
三
十
番
地
ま
で
、
三
十
一
番
地
の

四
番
地
か
ら
三
十
番
地
ま
で
、
三
十
一
番
地
の
一
、
三
十
一
番
地
の
二
、
三
十
二
番
地
の
一
、
三
十
二
番

一
、
三
十
一
番
地
の
二
、
三
十
二
番
地
の
一
、
三
十
二
番
地
の
二
、
三
十
三
番
地
の
一
か
ら
三
十
三
番
地

地
の
二
、
三
十
三
番
地
の
一
か
ら
三
十
三
番
地
の
三
ま
で
、
三
十
四
番
地
の
一
、
三
十
四
番
地
の
四
、
三

の
三
ま
で
、
三
十
四
番
地
の
一
、
三
十
四
番
地
の
四
、
三
十
四
番
地
の
五
、
三
十
五
番
地
の
一
、
三
十
五

十
四
番
地
の
五
、
三
十
五
番
地
の
一
、
三
十
五
番
地
の
三
、
三
十
五
番
地
の
四
、
三
十
六
番
地
か
ら
四
十

番
地
の
三
、
三
十
五
番
地
の
四
、
三
十
六
番
地
か
ら
四
十
番
地
ま
で
、
四
十
番
地
の
一
、
四
十
一
番
地
、

番
地
ま
で
、
四
十
番
地
の
一
、
四
十
一
番
地
、
四
十
一
番
地
の
一
、
四
十
二
番
地
、
四
十
二
番
地
の
一
、

四
十
一
番
地
の
一
、
四
十
二
番
地
、
四
十
二
番
地
の
一
、
六
十
四
番
地
の
一
、
六
十
四
番
地
の
四
か
ら
六

六
十
四
番
地
の
一
、
六
十
四
番
地
の
四
か
ら
六
十
四
番
地
の
六
ま
で
、
六
十
五
番
地
の
一
、
六
十
五
番
地

十
四
番
地
の
六
ま
で
、
六
十
五
番
地
の
一
、
六
十
五
番
地
の
二
及
び
六
十
六
番
地
の
一
か
ら
六
十
六
番
地

の
二
及
び
六
十
六
番
地
の
一
か
ら
六
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
沼
ノ
川
一
番
地
の
一
、
江
栗
七
反
田
一
番
地

の
三
ま
で
、
沼
ノ
川
一
番
地
の
一
、
江
栗
七
反
田
一
番
地
の
一
及
び
二
番
地
の
十
三
、
江
栗
大
町
一
番
地

の
一
及
び
二
番
地
の
十
三
、
江
栗
大
町
一
番
地
の
十
二
、
四
十
一
番
地
の
七
及
び
五
十
九
番
地
の
十
並
び

の
十
二
、
四
十
一
番
地
の
七
及
び
五
十
九
番
地
の
十
並
び
に
柳
町
二
十
二
番
地
の
一
、
二
十
二
番
地
の
五

に
柳
町
二
十
二
番
地
の
一
、
二
十
二
番
地
の
五
、
二
十
六
番
地
の
二
、
三
十
六
番
地
の
三
、
四
十
四
番
地

、
二
十
六
番
地
の
二
、
三
十
六
番
地
の
三
、
四
十
四
番
地
の
二
、
四
十
七
番
地
の
一
、
四
十
八
番
地
の
二

の
二
、
四
十
七
番
地
の
一
、
四
十
八
番
地
の
二
、
四
十
九
番
地
の
二
、
五
十
番
地
の
三
、
五
十
一
番
地
の

、
四
十
九
番
地
の
二
、
五
十
番
地
の
三
、
五
十
一
番
地
の
三
、
五
十
七
番
地
の
一
、
五
十
七
番
地
の
三
、

三
、
五
十
七
番
地
の
一
、
五
十
七
番
地
の
三
、
六
十
六
番
地
及
び
七
十
番
地
並
び
に
勿
来
町
大
高
舘
下
四

六
十
六
番
地
及
び
七
十
番
地
並
び
に
勿
来
町
大
高
舘
下
四
番
地
の
一
及
び
十
五
番
地
の
一
、
大
高
大
高
下

番
地
の
一
及
び
十
五
番
地
の
一
、
大
高
大
高
下
五
番
地
の
三
及
び
八
番
地
の
一
、
大
高
京
田
三
番
地
の
四

五
番
地
の
三
及
び
八
番
地
の
一
、
大
高
京
田
三
番
地
の
四
、
四
番
地
の
一
、
五
番
地
の
一
、
六
番
地
の
一

、
四
番
地
の
一
、
五
番
地
の
一
、
六
番
地
の
一
、
六
番
地
の
三
、
二
十
四
番
地
の
二
、
二
十
五
番
地
の
一

、
六
番
地
の
三
、
二
十
四
番
地
の
二
、
二
十
五
番
地
の
一
、
二
十
六
番
地
の
一
、
二
十
六
番
地
の
三
、
三

、
二
十
六
番
地
の
一
、
二
十
六
番
地
の
三
、
三
十
番
地
の
一
、
三
十
番
地
の
五
、
三
十
一
番
地
の
三
及
び

十
番
地
の
一
、
三
十
番
地
の
五
、
三
十
一
番
地
の
三
及
び
八
十
二
番
地
か
ら
八
十
六
番
地
ま
で
、
四
沢
塚

八
十
二
番
地
か
ら
八
十
六
番
地
ま
で
、
四
沢
塚
田
二
番
地
の
一
、
四
沢
谷
地
四
番
地
、
四
沢
長
町
一
番
地

田
二
番
地
の
一
、
四
沢
谷
地
四
番
地
、
四
沢
長
町
一
番
地
、
三
番
地
、
七
番
地
、
九
番
地
の
一
、
十
番
地

、
三
番
地
、
七
番
地
、
九
番
地
の
一
、
十
番
地
か
ら
十
八
番
地
ま
で
、
二
十
二
番
地
の
一
及
び
二
十
三
番

か
ら
十
八
番
地
ま
で
、
二
十
二
番
地
の
一
及
び
二
十
三
番
地
か
ら
二
十
八
番
地
ま
で
並
び
に
窪
田
十
条
一

地
か
ら
二
十
八
番
地
ま
で
並
び
に
窪
田
十
条
一
番
地
の
一
、
一
番
地
の
二
、
二
番
地
の
一
、
四
番
地
及
び

番
地
の
一
、
一
番
地
の
二
、
二
番
地
の
一
、
四
番
地
及
び
五
番
地
の
一
か
ら
五
番
地
の
七
ま
で
の
区
域
並

五
番
地
の
一
か
ら
五
番
地
の
七
ま
で
の
区
域
並
び
に
錦
町
徳
力
の
う
ち
市
道
徳
力
二
号
線
、
江
栗
馬
場
・

び
に
錦
町
徳
力
の
う
ち
市
道
徳
力
二
号
線
、
江
栗
馬
場
・
沼
ノ
川
線
、
江
栗
大
町
・
沼
ノ
川
線
、
川
部
・

沼
ノ
川
線
、
江
栗
大
町
・
沼
ノ
川
線
、
川
部
・
錦
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

錦
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

十
七　

鹿
島
臨
海
地
区 

十
五　

鹿
島
臨
海
地
区 

［
イ　

略
］ 

［
イ　

同
上
］ 

ロ　

茨
城
県
神
栖
市
北
浜
一
番
地
か
ら
四
番
地
ま
で
、
三
番
地
及
び
四
番
地
に
隣
接
す
る
国
有
無
番
地
、
六
番

ロ　

茨
城
県
神
栖
市
北
浜
一
番
地
か
ら
四
番
地
ま
で
、
三
番
地
及
び
四
番
地
に
隣
接
す
る
国
有
無
番
地
、
六
番

地
か
ら
十
三
番
地
ま
で
、
十
四
番
地
一
、
十
四
番
地
三
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
三
、
十
九

地
か
ら
十
三
番
地
ま
で
、
十
四
番
地
一
、
十
四
番
地
三
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
三
、
十
九

番
地
一(

工
業
専
用
地
域(

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
九
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域

番
地
一(

工
業
専
用
地
域(

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
九
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
限
る
。)

、
十
九
番
地
二
、
二
十
番
地
か
ら
二
十
四
番
地
ま
で
、
二
十
七
番
地
、

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
限
る
。)

、
十
九
番
地
二
、
二
十
番
地
か
ら
二
十
四
番
地
ま
で
、
二
十
七
番
地
、

三
千
六
百
七
十
一
番
地
三
十
七
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
一
ま
で
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
四

三
千
六
百
七
十
一
番
地
三
十
七
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
一
ま
で
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
四

か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
七
ま
で
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十
四
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十

か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
七
ま
で
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十
四
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十

五(

工
業
専
用
地
域
に
限
る
。)

、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
か
ら
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
二
ま
で
並

五(

工
業
専
用
地
域
に
限
る
。)

、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
か
ら
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
二
ま
で
並

び
に
六
千
三
百
十
八
番
地
、
奥
野
谷
字
浜
野
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
五
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
四
十

び
に
六
千
三
百
十
八
番
地
、
奥
野
谷
字
浜
野
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
五
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
四
十

、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
二
十
一
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
三
十
二
及
び
六
千
二
百
二
十
五
番
地

、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
二
十
一
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
三
十
二
及
び
六
千
二
百
二
十
五
番
地

八
百
三
十
三
並
び
に
字
東
和
田
五
千
五
百
八
十
八
番
地
二
、
東
和
田(

三
十
九
番
地
一
及
び
三
十
九
番
地
二

八
百
三
十
三
並
び
に
字
東
和
田
五
千
五
百
八
十
八
番
地
二
、
東
和
田(

三
十
九
番
地
一
及
び
三
十
九
番
地
二

を
除
く
。)

並
び
に
東
深
芝
一
番
地
一
か
ら
一
番
地
七
ま
で
、
二
番
地
二
か
ら
二
番
地
二
十
五
ま
で
、
三
番

を
除
く
。)

並
び
に
東
深
芝
一
番
地
一
か
ら
一
番
地
七
ま
で
、
二
番
地
二
か
ら
二
番
地
二
十
五
ま
で
、
三
番

地
一
か
ら
三
番
地
十
一
ま
で
、
三
番
地
十
四
か
ら
三
番
地
十
六
ま
で
、
四
番
地
一
か
ら
四
番
地
十
ま
で
、
五

地
一
か
ら
三
番
地
十
一
ま
で
、
三
番
地
十
四
か
ら
三
番
地
十
六
ま
で
、
四
番
地
一
か
ら
四
番
地
十
ま
で
、
五

番
地
か
ら
七
番
地
ま
で
、
八
番
地
一
か
ら
八
番
地
五
ま
で
、
九
番
地
一
、
九
番
地
二
、
十
番
地
、
十
一
番
地

番
地
か
ら
七
番
地
ま
で
、
八
番
地
一
か
ら
八
番
地
五
ま
で
、
九
番
地
一
、
九
番
地
二
、
十
番
地
、
十
一
番
地

一
か
ら
十
一
番
地
三
ま
で
、
十
二
番
地
、
十
三
番
地
一
か
ら
十
三
番
地
十
ま
で
、
十
四
番
地
一
か
ら
十
四
番

一
か
ら
十
一
番
地
三
ま
で
、
十
二
番
地
、
十
三
番
地
一
か
ら
十
三
番
地
十
ま
で
、
十
四
番
地
一
か
ら
十
四
番

地
八
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
か
ら
十
六
番
地
六
ま
で
、
十
六
番
地
八
か
ら
十
六
番
地
三
十
三
ま
で

地
八
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
か
ら
十
六
番
地
六
ま
で
、
十
六
番
地
八
か
ら
十
六
番
地
三
十
二
ま
で
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、
十
七
番
地
一
か
ら
十
七
番
地
十
八
ま
で
、
十
八
番
地
一
、
十
八
番
地
二
、
十
九
番
地
一
か
ら
十
九
番
地
三
ま
で

、
十
七
番
地
一
か
ら
十
七
番
地
十
八
ま
で
、
十
八
番
地
一
、
十
八
番
地
二
、
十
九
番
地
一
か
ら
十
九
番
地
三
ま
で

、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
二
か
ら
二
十
一
番
地
四
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
、
二
十
二
番
地
三
、
二
十
二
番
地
十

、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
二
か
ら
二
十
一
番
地
四
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
、
二
十
二
番
地
三
、
二
十
二
番
地
十

七
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
一
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
十
三
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
五
ま
で
、
三
十
四
番
地
九
、
三

七
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
一
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
十
三
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
五
ま
で
、
三
十
四
番
地
九
、
三

十
四
番
地
十
、
三
十
四
番
地
十
三
か
ら
三
十
四
番
地
二
十
一
ま
で
及
び
三
十
四
番
地
五
十
三
並
び
に
字
高
山
二
千

十
四
番
地
十
、
三
十
四
番
地
十
三
か
ら
三
十
四
番
地
二
十
一
ま
で
及
び
三
十
四
番
地
五
十
三
並
び
に
字
高
山
二
千

九
百
八
十
八
番
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

九
百
八
十
八
番
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

十
八
～
三
十
四　

［
略
］ 

十
六
～
三
十
二　

［
同
上
］ 

［
削
る
］

三
十
三　

田
原
地
区 

愛
知
県
田
原
市
緑
が
浜
一
号
一
番
、
一
番
一
、
二
番
、
三
番
一
、
三
番
二
及
び
五
番
並
び
に
二
号
二
番
三
、

二
番
四
、
二
番
九
か
ら
二
番
十
一
ま
で
、
二
番
二
十
七
か
ら
二
番
三
十
ま
で
、
二
番
三
十
二
か
ら
二
番
三
十
七

ま
で
、
二
番
四
十
か
ら
二
番
四
十
二
ま
で
、
二
番
四
十
四
、
二
番
五
十
二
、
二
番
五
十
三
及
び
二
番
五
十
五
か

ら
二
番
六
十
一
ま
で
の
区
域

三
十
五　

［
略
］ 

三
十
四　

［
同
上
］ 

三
十
六　

名
古
屋
港
臨
海
地
区 

三
十
五　

名
古
屋
港
臨
海
地
区 

［
イ　

略
］ 

［
イ　

同
上
］ 

ロ　

愛
知
県
東
海
市
元
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百
四
十
七
号
線
、
大
田
川
左
岸
及
び
海
岸
線
で
囲
ま

ロ　

愛
知
県
東
海
市
元
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百
四
十
七
号
線
、
大
田
川
左
岸
及
び
海
岸
線
で
囲
ま

れ
た
区
域(

元
浜
町
六
十
番
地
の
五
を
除
く
。)

、
南
柴
田
町
イ
ノ
割
四
十
四
番
地
の
一
及
び
四
十
四
番
地
の

れ
た
区
域(

元
浜
町
六
十
番
地
の
五
を
除
く
。)

、
南
柴
田
町
イ
ノ
割
四
十
四
番
地
の
一
及
び
四
十
四
番
地
の

九
か
ら
四
十
四
番
地
の
三
十
七
ま
で
、
新
宝
町
三
番
地
、
四
番
地
、
五
番
地
の
一
か
ら
五
番
地
の
三
ま
で
、

九
か
ら
四
十
四
番
地
の
三
十
六
ま
で
、
新
宝
町
三
番
地
、
四
番
地
、
五
番
地
の
一
か
ら
五
番
地
の
三
ま
で
、

六
番
地
の
一
か
ら
六
番
地
の
三
ま
で
、
七
番
地
、
九
番
地
か
ら
二
十
番
地
ま
で
、
二
十
二
番
地
の
一
か
ら
二

六
番
地
の
一
か
ら
六
番
地
の
三
ま
で
、
七
番
地
、
九
番
地
か
ら
二
十
番
地
ま
で
、
二
十
二
番
地
の
一
か
ら
二

十
二
番
地
の
三
ま
で
、
二
十
四
番
地
の
一
か
ら
二
十
四
番
地
の
六
ま
で
、
二
十
五
番
地
の
四
、
二
十
七
番
地

十
二
番
地
の
三
ま
で
、
二
十
四
番
地
の
一
、
二
十
四
番
地
の
二
、
二
十
七
番
地
の
一
か
ら
二
十
七
番
地
の
四

の
一
か
ら
二
十
七
番
地
の
四
ま
で
、
二
十
八
番
地
の
一
か
ら
二
十
八
番
地
の
五
ま
で
、
二
十
八
番
地
の
八
、

ま
で
、
二
十
八
番
地
の
一
か
ら
二
十
八
番
地
の
五
ま
で
、
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
二
十
九
番
地
の
四
ま
で
、

二
十
九
番
地
の
一
か
ら
二
十
九
番
地
の
四
ま
で
、
三
十
番
地
の
一
か
ら
三
十
番
地
の
十
ま
で
、
三
十
一
番
地

三
十
番
地
の
一
か
ら
三
十
番
地
の
八
ま
で
、
三
十
一
番
地
、
三
十
一
番
地
の
一
か
ら
三
十
一
番
地
の
十
五
ま

、
三
十
一
番
地
の
一
か
ら
三
十
一
番
地
の
十
五
ま
で
、
三
十
二
番
地
、
三
十
三
番
地
の
一
か
ら
三
十
三
番
地

で
、
三
十
二
番
地
、
三
十
三
番
地
の
一
か
ら
三
十
三
番
地
の
二
十
一
ま
で
及
び
五
百
七
番
地
の
二
、
名
和
町

の
二
十
二
ま
で
及
び
五
百
七
番
地
の
二
、
名
和
町
南
埋
田
六
十
六
番
地
の
一
及
び
六
十
六
番
地
の
二
並
び
に

南
埋
田
六
十
六
番
地
の
一
及
び
六
十
六
番
地
の
二
並
び
に
荒
尾
町
池
下
一
番
地
の
一
、
ワ
ノ
割
一
番
地
の
一

荒
尾
町
池
下
一
番
地
の
一
、
リ
ノ
割
百
九
十
五
番
地
の
六
及
び
二
百
三
十
五
番
地
の
六
、
ワ
ノ
割
一
番
地
、

、
三
十
五
番
地
の
一
及
び
六
十
六
番
地
の
一
並
び
に
カ
ノ
割
九
番
地
の
一
及
び
九
番
地
の
五
の
区
域 

一
番
地
の
四
、
一
番
地
の
五
、
六
番
地
の
七
、
三
十
五
番
地
の
二
及
び
六
十
六
番
地
の
二
、
カ
ノ
割
九
番
地

 

の
一
及
び
九
番
地
の
七
並
び
に
船
江
一
番
地
及
び
六
番
地
の
六
の
区
域 

 

［
ハ
・
ニ　

略
］

［
ハ
・
ニ　

同
上
］

三
十
七
～
五
十
四　

［
略
］ 
三
十
六
～
五
十
三　

［
同
上
］ 

五
十
五　

宇
部
・
小
野
田
地
区 
五
十
四　

宇
部
・
小
野
田
地
区 

イ　

山
口
県
宇
部
市
の
次
の
区
域 
イ　

山
口
県
宇
部
市
の
次
の
区
域 

⑴　

東
見
初
町
五
百
二
十
六
番
地
の
五
十
、
五
百
四
十
一
番
地
の
二
百
六
十
一
の
う
ち
五
百
二
十
六
番
地
の

⑴　

東
見
初
町
五
百
二
十
六
番
地
の
五
十
、
五
百
四
十
一
番
地
の
二
百
六
十
一
の
う
ち
五
百
二
十
六
番
地
の

五
十
及
び
五
百
四
十
一
番
地
の
二
百
六
十
二
に
接
す
る
部
分
か
ら
六
十
八
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
並

五
十
及
び
五
百
四
十
一
番
地
の
二
百
六
十
二
に
接
す
る
部
分
か
ら
六
十
八
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
並

び
に
五
百
四
十
一
番
地
の
二
百
六
十
二
並
び
に
大
字
沖
宇
部
字
沖
ノ
山
五
百
二
十
五
番
地
の
十
三
、
五
百

び
に
五
百
四
十
一
番
地
の
二
百
六
十
二
並
び
に
大
字
沖
宇
部
字
沖
ノ
山
五
百
二
十
五
番
地
の
十
三
、
五
百

二
十
五
番
地
の
十
四
、
五
百
二
十
五
番
地
の
二
十
七
、
五
百
二
十
五
番
地
の
二
十
八
、
五
百
二
十
五
番
地

二
十
五
番
地
の
十
四
、
五
百
二
十
五
番
地
の
二
十
七
、
五
百
二
十
五
番
地
の
二
十
八
、
五
百
二
十
五
番
地

の
二
十
九
の
う
ち
Ｍ
Ｕ
ア
ー
ク
ラ
イ
ン
株
式
会
社
沖
宇
部
倉
庫
敷
地
、
五
百
二
十
五
番
地
の
三
十
一
、
五

の
二
十
九
の
う
ち
宇
部
興
産
海
運
株
式
会
社
沖
宇
部
倉
庫
敷
地
、
五
百
二
十
五
番
地
の
三
十
一
、
五
百
二

百
二
十
五
番
地
の
三
十
三
の
う
ち
Ｍ
Ｕ
ア
ー
ク
ラ
イ
ン
株
式
会
社
沖
宇
部
倉
庫
敷
地
、
五
百
二
十
五
番
地

十
五
番
地
の
三
十
三
の
う
ち
宇
部
興
産
海
運
株
式
会
社
沖
宇
部
倉
庫
敷
地
、
五
百
二
十
五
番
地
の
五
十
二

の
五
十
二
、
五
百
二
十
五
番
地
の
八
十
一
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
四
の
う
ち
Ｍ
Ｕ
ア
ー
ク
ラ
イ
ン
株
式

、
五
百
二
十
五
番
地
の
八
十
一
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
四
の
う
ち
宇
部
興
産
海
運
株
式
会
社
沖
宇
部
倉

会
社
沖
宇
部
倉
庫
敷
地
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
二
十
五
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
二
十
六
、
五
百
二
十

庫
敷
地
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
二
十
五
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
二
十
六
、
五
百
二
十
五
番
地
の
百
三
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五
番
地
の
百
三
十
六
、
五
千
二
百
五
十
三
番
地
、
五
千
二
百
五
十
三
番
地
の
一
か
ら
五
千
二
百
五
十
三
番

十
六
、
五
千
二
百
五
十
三
番
地
、
五
千
二
百
五
十
三
番
地
の
一
か
ら
五
千
二
百
五
十
三
番
地
の
七
ま
で
、

地
の
七
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
の
う
ち
セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
株
式
会
社
引
込
専
用
線
よ
り
西
側

五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
の
う
ち
セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
株
式
会
社
引
込
専
用
線
よ
り
西
側
、
五
千
二
百
五

、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
七
か
ら
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
十
一
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
十

十
四
番
地
の
七
か
ら
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
十
一
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
十
五
か
ら
五
千
二

五
か
ら
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
一
、
同
番
地
に
隣
接
す
る

百
五
十
四
番
地
の
二
十
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
一
、
同
番
地
に
隣
接
す
る
区
域
、
五
千
二

区
域
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
二
、
同
番
地
に
隣
接
す
る
区
域
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十

百
五
十
四
番
地
の
二
十
二
、
同
番
地
に
隣
接
す
る
区
域
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
三
、
五
千
二
百

三
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
七
か
ら
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
九
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四

五
十
四
番
地
の
二
十
七
か
ら
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
二
十
九
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
三
十
一

番
地
の
三
十
一
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
三
十
二
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
三
十
五
、
五
千
二
百
五

、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
三
十
二
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
三
十
五
、
五
千
二
百
五
十
四
番
地
の
三

十
四
番
地
の
三
十
八
、
五
千
二
百
五
十
五
番
地
の
三
か
ら
五
千
二
百
五
十
五
番
地
の
五
ま
で
、
五
千
二
百

十
八
、
五
千
二
百
五
十
五
番
地
の
三
か
ら
五
千
二
百
五
十
五
番
地
の
五
ま
で
、
五
千
二
百
五
十
六
番
地
の

五
十
六
番
地
の
三
、
五
千
二
百
五
十
六
番
地
の
四
、
五
千
二
百
五
十
八
番
地
の
二
、
五
千
二
百
五
十
九
番

三
、
五
千
二
百
五
十
六
番
地
の
四
、
五
千
二
百
五
十
八
番
地
の
二
、
五
千
二
百
五
十
九
番
地
の
二
、
五
千

地
の
二
、
五
千
二
百
六
十
二
番
地
の
九
、
五
千
二
百
七
十
番
地
の
一
、
五
千
二
百
七
十
番
地
の
七
、
五
千

二
百
六
十
二
番
地
の
九
、
五
千
二
百
七
十
番
地
の
一
、
五
千
二
百
七
十
番
地
の
七
、
五
千
二
百
七
十
一
番

二
百
七
十
一
番
地
の
一
、
五
千
二
百
七
十
一
番
地
の
三
か
ら
五
千
二
百
七
十
一
番
地
の
五
ま
で
、
五
千
二

地
の
一
、
五
千
二
百
七
十
一
番
地
の
三
か
ら
五
千
二
百
七
十
一
番
地
の
五
ま
で
、
五
千
二
百
七
十
二
番
地

百
七
十
二
番
地
の
一
か
ら
五
千
二
百
七
十
二
番
地
の
六
ま
で
、
五
千
二
百
七
十
二
番
地
の
十
一
か
ら
五
千

の
一
か
ら
五
千
二
百
七
十
二
番
地
の
六
ま
で
、
五
千
二
百
七
十
二
番
地
の
十
一
か
ら
五
千
二
百
七
十
二
番

二
百
七
十
二
番
地
の
二
十
二
ま
で
、
五
千
二
百
七
十
三
番
地
の
三
、
五
千
二
百
七
十
三
番
地
の
四
及
び
五

地
の
二
十
二
ま
で
、
五
千
二
百
七
十
三
番
地
の
三
、
五
千
二
百
七
十
三
番
地
の
四
及
び
五
千
二
百
七
十
七

千
二
百
七
十
七
番
地
の
一
か
ら
五
千
二
百
七
十
七
番
地
の
五
ま
で
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る

番
地
の
一
か
ら
五
千
二
百
七
十
七
番
地
の
五
ま
で
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

道
路
の
区
域

［
⑵
～
⑷　

略
］ 

［
⑵
～
⑷　

同
上
］ 

［
ロ　

略
］ 

［
ロ　

同
上
］ 

五
十
六　

［
略
］ 

五
十
五　

［
同
上
］ 

［
削
る
］ 

五
十
六　

阿
南
地
区 

 

徳
島
県
阿
南
市
橘
町
幸
野
六
十
一
番
地
の
一
、
六
十
一
番
地
の
六
、
六
十
一
番
地
の
九
、
六
十
一
番
地
の
十

 

四
、
六
十
一
番
地
の
十
五
、
六
十
二
番
地
の
一
、
六
十
二
番
地
の
十
九
か
ら
六
十
二
番
地
の
三
十
ま
で
、
百
番

 

地
の
一
、
百
六
番
地
の
一
、
百
六
番
地
の
二
、
百
七
番
地
の
一
か
ら
百
七
番
地
の
三
ま
で
、
百
七
番
地
の
八
か

 

ら
百
七
番
地
の
十
四
ま
で
、
百
八
番
地
の
一
、
百
八
番
地
の
二
及
び
百
九
番
地
の
一
か
ら
百
九
番
地
の
四
ま
で

 
 

の
区
域

［
五
十
七
～
七
十
四　

略
］

［
五
十
七
～
七
十
四　

同
上
］

備
考　

表
中
の[

　

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

  


